
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．労働保険の概要 

（１）労災保険と雇用保険の２種類に分かれますが、

どちらの保険も基本的に労働者を１人でも使用して

いる事業所は適用事業所となります。労災保険は労

働者であれば、日雇や１時間勤務であっても対象者

とされます。一方雇用保険は、週所定労働時間が 20

時間以上かつ31日以上雇用される見込みの労働者が、

被保険者となります。 

（２）労働者の災害・失業を補償するための保険で

すので、会社役員や個人事業主とその家族は基本的

に加入できません。 

ただし、労災保険については、一定の要件を満た

し手続きを行った場合には、会社役員や個人事業主

も加入できる場合があります。加入をご検討の場合

はお問い合わせください。 

 

２．労働保険近年の改正 

（１）平成 30年度の雇用保険の保険料率は、昨年と

変更はありません。 

 労働者負担 事業主負担 雇用保険料率 

一般の事業 3/1000 6/1000 9/1000 

農林水産業等 4/1000 7/1000 11/1000 

建設の事業 4/1000 8/1000 12/1000 

（２）平成 29年１月１日から、65歳以上の高齢者も

週所定労働時間や31日以上の雇用見込みといった条

件を満たせば、雇用保険の被保険者とされるように

なりました。 

経過措置として、平成 31年度までは保険料の徴収 

 

 

 

 

 

 

 

  
   こんにちは、いつもお世話になりありが 

とうございます。 

そろそろ入梅の季節ですが、早いもので

２０１８年も半分を過ぎようとしています。

哲学者・故森信三氏の「しつけ三原則」の

１つ「履物を揃え、椅子を入れる」に学び、

前半を振り返り、後半に後始末をつけ、充

実した１年に仕上げていきたいですね。今

月もよろしくお願いいたします。(き) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
は免除されていますが、65 歳以上の労働者について

も原則雇用保険加入が前提となっていますのでご注

意ください。 

 

３．社会保険の概要 

（１）健康保険と厚生年金保険は、法人の事業所と

常時５人以上の従業員がいる個人事業所（一定のサ

ービス業・農林水産業は除く）は強制的に加入しな

ければならないとされています。 

（２）健康保険と厚生年金保険では、社会保険適用

事業所に属する者であれば、通常の労働者はもとよ

り、代表取締役や個人事業主とその家族も被保険者

となります。ただし、労働時間が通常の 3/4未満の

ものや常用雇用に該当しないもの（日雇い）などは、

被保険者になりません。 

 

４．社会保険の近年の改正 

平成 28 年 10 月１日から、一定規模以上（被保険

者数が常時 500 人を超える事業所）の事業所では、

これまで社会保険に加入できなかった短時間の労働

者も一定の要件を満たせば被保険者となることとさ

れました。平成 29年４月１日以降は、一定規模以外

の中小事業所でも労使合意に基づいて申し出をすれ

ば、短時間労働者を被保険者とすることができるよ

うになっています。 

 

 ＊労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の手
続きの内容など、分からないことがあればお気軽にお問合せ
ください。   
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ニュース 
理念 

1． 中小事業者の事業の発展を支援します。 

2． 社員は社会に役立つ人間になります。 

3． よりよいサービスを創造し提供します。 

4． 納税者の生活と権利を擁護します。 

〒 

 

 

 

  

 

梅雨入りも間近な６月となりました。毎年、６月から７月頭にかけて、労働保険の保険料を

算定・納付し、社会保険の標準報酬月額の見直しを行う時期となっています。 

今回は、労働者を雇用し、事業を拡大していくためには切り離せない、労働 

保険・社会保険の制度についてご案内します。 

（社会保険労務士  久保 友紀惠） 

  これだけは知っておきたい“労働保険と社会保険” 



認定証の写真 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ１. なぜ認定支援機関ができたの？ 
【Ａ1.中小企業の経営を支援するためです】 

中小企業をめぐる経営課題が、多様化・複雑化す

る中で、中小企業を支援する国の事業の担い手も、

多様化・活性化を図るために創設されました。 

 
Ｑ２. だれが認定支援機関なの？ 
【Ａ２.金融機関、士業等の専門家です】 

税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識／

能力があり、これまで経営 革新計画の策定等の業務

経験がある金融機関、税理士、公認会計士、弁護士

などで、国が認定した機関・人です。 

 

Ｑ３. なにを認定支援機関はするの？ 
【Ａ３.経営革新やモニタリング等の支援です】 

① 経営状況の調査・分析：財務状況、事業分野ごと

の将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の市

場動向等の経営資源の内容等。 

② 事業計画の策定支援：経営改善計画、資金計画、 

 
 

大切にしている言葉 

“ 日本代表としての誇り、魂みたいなものは向こうに置いてきた” 
1998 年、フランスで行われたワールドカップにサ

ッカー日本代表が初めて出場しました。前年のアジ

ア予選では敗退のおそれもある中でやっと掴んだワ

ールドカップ初出場。本大会では誰もが信じて疑わ

なかったカズこと三浦知良選手のワールドカップ出

場が直前の合宿で落選という結末でした。その時の

カズ選手が日本に帰国した時の言葉です。カズ選手

にとれば1番の挫折だったかもしれませんが、もし、

この時の落選がなければ今なお 50歳を超えて現役を

続けるカズ選手を見れなかったかもしれません。カ

ズ選手に倣って挫折は未来を

変えると信じて日々頑張りま

す。 

今年はワールドカップで

す！サッカー日本代表を皆で

盛り上げて行きましょう！頑

張れ日本代表！ （瀬戸 良和） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーケティング

戦略計画等の策

定に関するきめ

細かな指導及び

助言等。 

③ 事業計画の実行

支援：計画を円滑

に実施するため

のきめ細かな指

導及び助言等。 

④ モニタリング支

援：経営革新等支

援を実施した案

件への継続的な

モニタリング。 

⑤ 会計の定着支援：資金調達力向上のため「中小企

業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会

計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類

等の作成及び活用の推奨。   (続きは HP へ) 

 
 
 

雇用保険で一番なじみが深いのは労

働者が失業した場合に給付される失業

手当ですが、その他にも失業予防や能 

力開発向上を目的とした教育訓練給付制度というものが

あります。給付の対象には資格の学校なども含まれます

ので、雇用保険を利用して何か新しい資格取得にチャ

レンジしてみてはいかがですか。           （り）  
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「認定支援機関」という名前を聞いたことはございませんか？ 正式には「経営革新等支援機

関」といいますが、弊社（税理士法人）もその１つでに認定されています。平成２４年からスタート

した制度なのですが、平成３０年４月２６日現在で、全国に２８，０４０機関が認定されています。 

今回は、認定支援機関制度が、なぜ創設されたのか、何をしてくれるのか、どんなときに活用

すればいいのか、等についてご紹介します。ぜひ、認定支援機関としても、        

弊社をご活用ください。 （中小企業診断士 岡 京子） 
 

← スマートフォン等でＱＲコードを読み込むか、こちらのＵＲＬ  

   にアクセスください → https://kinokuni-mirai.blogspot.jp/ 
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